
子
さ
ん
を
持
つ
保
護
者
の
方
の
負
担
軽
減
の

た
め
、授
業
料
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
＝
市
内
在
住
の
方
で
、
10
月
１
日

現
在
、
全
日
制
ま
た
は
定
時
制
の
私
立
高

等
学
校
に
通
い
、
各
学
校
の
特
待
生
ま
た

は
奨
学
生
と
し
て
授
業
料
を
免
除
さ
れ
て

い
な
い
生
徒
の
保
護
者（
授
業
料
負
担
者
）

▼
補
助
額
＝
１
万
２
０
０
０
円
（
年
額
）

▼
申
し
込
み
＝
10
月
１
日
（
木
）
～
30
日

（
金
）
の
期
間
に
、
各
高
等
学
校
ま
た
は

教
育
総
務
課
に
あ
る
申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
提
出
（
在
学
証
明
書
・
保

護
者
名
義
の
口
座
が
確
認
で
き
る
も
の
・

印
鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。）

▼
教
育
総
務
課

☎
23
局
３
５
３
０

22
局
３
８
１
１

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い

「
消
費
生
活
相
談
室
」

　
商
品
の
品
質
や
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
苦

情
、
訪
問
販
売
な
ど
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
増

え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
消
費
生
活
相
談
室
で

は
、
専
門
の
相
談
員
が
ア
ド
バ
イ
ス
や
情
報

提
供
を
行
い
ま
す
。

相
談
電
話
番
号
☎
23
局
３
８
１
８

▼
日
時
＝
毎
週
火
・
木
曜
日
（
祝
日
・
年

末
年
始
は
除
く
）
／
午
前
９
時
～
午
後
３

時
30
分
（
正
午
～
午
後
１
時
は
除
く
）　

▼
場
所
＝
商
工
観
光
課　

▼
相
談
料
＝
無

料　

▼
申
し
込
み
＝
不
要
（
当
日
、
電
話

ま
た
は
直
接
来
庁
）

▼
商
工
観
光
課

☎
23
局
３
５
２
２

22
局
３
８
１
７

寄
付

　

次
の
方
々
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ご
厚
意
に
感
謝
し
ま
す
。

▼
７
月
８
日
、
株
式
会
社
河
合
組 

代
表

取
締
役 

河
合
伸
久
様
か
ら
野
田
小
学
校

の
教
育
活
動
支
援
・
充
実
の
た
め
、
金

10
万
円
。

＊
ふ
る
さ
と
寄
附
金
＊

▼
６
月
25
日
、
匿
名
希
望
の
方
か
ら
海
や

山
の
あ
る
豊
か
な
自
然
環
境
を
い
つ
ま
で

も
大
切
に
守
る
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、
金

３
万
円
。

▼
７
月
16
日
、
髙
瀬
秀
樹
様
か
ら
地
域
福

祉
の
た
め
、
金
２
万
円
。

▼
７
月
28
日
、
近
藤
倖
吉
様
（
豊
橋
市
）

か
ら
環
境
保
全
の
た
め
、
金
１
万
円
。

税TA
X

公
的
年
金
か
ら
の

市
民
税
・
県
民
税
の
天
引
き

　

平
成
27
年
４
月
１
日
で
満
65
歳
に
な
ら

平
成
28
年

田
原
市
成
人
式
を
行
い
ま
す

▼
日
時
＝
平
成
28
年
１
月
10
日
（
日
）
午

前
10
時
～　

▼
場
所
＝
田
原
市
総
合
体
育

館　

▼
案
内
状
＝
11
月
末
現
在
で
田
原
市

に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
方
に
、
12
月
初

旬
ご
ろ
送
付

※
詳
細
は
広
報
た
は
ら
11
月
１
日
号
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
文
化
生
涯
学
習
課

☎
23
局
３
６
３
５

22
局
３
８
１
１

渥
美
文
化
会
館（
旧
中
央
公
民
館
）

工
事
の
た
め
施
設
の
一
部
利
用
休
止

　

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
整
備
工
事
に
と
も
な

い
、
渥
美
文
化
会
館
（
旧
中
央
公
民
館
）

の
一
部
施
設
の
利
用
を
休
止
し
ま
す
。
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
休
止
期
間
＝
11
月
中
旬
～
平
成
28
年
３

月
（
予
定
）　

▼
休
止
す
る
施
設
＝
渥
美

文
化
会
館
（
旧
中
央
公
民
館
）
の
２
階
全

面
お
よ
び
多
目
的
ホ
ー
ル

▼
地
域
課

☎
33
局
１
１
１
８

32
局
２
５
０
６

私
立
高
等
学
校
の
授
業
料
を

補
助
し
ま
す

　

田
原
市
で
は
、
私
立
高
等
学
校
に
通
う
お

れ
た
方
な
ど
で
、公
的
年
金
か
ら
市
民
税
・

県
民
税
の
特
別
徴
収
（
天
引
き
）
が
平
成

27
年
10
月
支
給
の
年
金
か
ら
始
ま
る
方
が

あ
り
ま
す
。

　

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
対
象
者
に
は
、

６
月
中
旬
に
市
か
ら
送
付
し
た
納
税
通
知

書
に
特
別
徴
収
予
定
の
金
額
が
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
０
９

23
局
０
１
８
０

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
窓
口

が
増
え
ま
す

　

10
月
１
日
か
ら
、
赤
羽
根
市
民
セ
ン

タ
ー
窓
口
お
よ
び
渥
美
支
所
市
民
生
活
課

窓
口
で
も
、
軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
を

受
け
付
け
ま
す
。

▼
対
象
＝
障
害
者
本
人
（
18
歳
未
満
の
身

体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
も
し
く
は
精
神

障
害
者
で
、
本
人
と
生
計
を
一
に
す
る
方

を
含
む
）
の
所
有
す
る
軽
自
動
車
（
１
人

に
つ
き
１
台
）

※
障
害
の
区
分
・
等
級
に
よ
り
減
免
に
該

当
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
１
０

23
局
０
１
８
０

※
普
通
自
動
車
の
減
免
に
つ
い
て
は
、

▼
県
税
事
務
所

☎（
０
５
３
２
）35
局
６
１
３
０

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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